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令和８年度廿日市市認定こども園設置・運営事業者募集要項

１ 趣旨

子育て家庭の保育ニーズへの対応と保育環境の充実を図り、保護者の仕事と子育

ての両立を支援するため、令和９年４月１日までに認定こども園を開設する事業者

を募集します。

２ 注意事項

（1）本募集要項に記載する事業は、令和８年度当初予算案が市議会にて議決された

場合に執行が可能となります。市議会において本事業の予算が認められない場合は、

募集内容の変更又は事業を中止します。

（2）事業者を選定した後であっても、国の補助金が措置されなかった場合は、選定

を無効とします。

（3）設置事業者として選定された後の施設計画概要書及び運営計画概要書の変更

については、施設の実施設計や近隣への配慮を行う中で、予期し難い事象が生じた

など真にやむを得ないもので、選定時の評価に影響を与えないものに限り、本市と

協議の上、認めます。ただし、重要な事項（設置場所、規模等）を変更する場合は

選定の決定を取り消すことがあります。

３ 募集区域及び施設数

(1) 廿日市東区域（うち平良、原小学校区）

上記区域から１施設、選定するものとする。

※各中学校区の住所については、下記のＵＲＬをご覧ください。

httpswww.city.hatsukaichi.hiroshima.jpsitekosodate10290.html

４ 募集する施設の概要

(1)施設の種類 幼保連携型認定こども園

(2)施設の規模
定員９０人以上１２０人以下とする。（０～２歳児の定員は、

４５人以上確保するものとする。）

(3)受入年齢 ０歳児（生後５７日目から）から小学校就学前まで

(4)運営開始日 令和９年４月１日（４月１日以前の開園を妨げるものであり

ません。）

(5)保育時間 午前７時３０分から午後６時３０分までの１１時間開園を

基本とし、３０分以上の延長保育を実施すること。

(6)休園日 日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）第３条に規定する休日、１２月２９日から１月３日まで
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５ 建設補助について

廿日市市保育園等整備事業費補助金交付要綱に基づき、園舎を新設する際の建設

補助について、次のとおり補助金を交付します。

(1) 幼保連携型認定こども園を新築する場合の補助制度は、社会福祉法人及び学校

法人（開設までに認可する者も含む）が対象となります。

(2) 認定こども園用地の購入、整地等に関する補助制度はありません。

(3) 補助金の額

（例）定員１２０人の場合（設計料加算、開設準備費加算、特殊附帯工事（保育

所部分のみ）考慮）

補助対象経費＝園舎の整備に必要な工事費等（上限：5億円）の４分の３以内

→5億円×3/4≒3 億 7,500 万円（補助上限）

※園庭、駐車場の整備工事費は対象外となります。

※補助金の計算方法など詳しくは、お問合せください。

(4) 建設工事入札時に、可能な限り、市産木材の利用に協力を要請する場合があり

ます。

６ 施設・職員配置等の基準について

(1) 施設基準

①園舎面積

次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

・下表の学級数に応じて定められた面積

・満３歳未満の園児数に応じて算出した、乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室

の面積

②保育室等面積

・乳児室

３．３㎡に満２歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じた面積

・ほふく室

（休日保育の実施を妨げるものではありません。）

(7)特別保育事業 障害児保育事業、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、

休日保育事業、地域子育て支援拠点事業、乳児等通園支援事

業、延長保育事業

（実施する事業数に応じて審査上、加点します。）

学級数 面積

１学級 １８０㎡

２学級以上 ３２０＋１００×（学級数－２）㎡
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３．３㎡に満２歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じた面積

・保育室、遊戯室

１．９８㎡に満２歳以上の園児数を乗じた面積

※保育室等の面積の算定については、有効内法面積とする。

③園庭面積

次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

・下表の学級数に応じて定められた面積又は３．３㎡に満３歳以上の園児数を

乗じた面積のいずれか大きい面積

・３．３㎡に満２歳以上満３歳未満の園児数を乗じた面積

※園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に設けること。

④職員室、医務室、調理室、便所

定員に見合う設備及び面積を有していること。

⑤保育室等の設置に係る特例

乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所を２階に設置する場合は、次の要

件を満たすこと。

・建築基準法に定める耐火建築物であること。

・保育室等が設けられている階に応じて、必要な避難用設備等が、それぞれ

１つ以上設けられていること。

・園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転落事故を防止する設備が設

けられていること。

※その他、建築基準法、消防法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営

に関する基準を定める条例（広島県 平成 26 年 10 月 9 日 条例第 41 号）等の関

係法令に適合する設備・施設であること。

(2) 職員配置基準

①保育教諭

・０歳児３人につき１人以上の保育教諭を配置すること。

・１歳児６人につき１人以上の保育教諭を配置すること。

・２歳児６人につき１人以上の保育教諭を配置すること。

・３歳児１５人につき１人以上の保育教諭を配置すること。

・４歳児２５人につき１人以上の保育教諭を配置すること。

・５歳児２５人につき１人以上の保育教諭を配置すること。

学級数 面積

２学級以下 ３３０＋３０×（学級数－１）㎡

３学級以上 ４００＋８０×（学級数－３）㎡
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・上記配置基準に加えて、クラス運営に必要な保育教諭、障害児対応保育教諭、

標準時間認定の子どもがいる場合の保育教諭など給付費上必要な保育教諭を

配置すること。

②調理員

・定員４１人以上１５０人以下のため、２人以上配置すること。ただし、調理

業務の全部を委託する場合は、調理員を配置しなくてもよいものとする。

③学校医等

・学校医、学校歯科医、学校薬剤師を配置すること。

※その他、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例

（広島県 平成 26 年 10 月 9 日 条例第 41 号）に沿う体制とすること。

７ 運営費補助等

本市で、現在支給している経費と同水準の運営費を支給します。（公定価格の地域

区分は、3/100 地域となります。）

その他、次の運営費補助等を実施しております。詳しくは、お問い合わせくださ

い。

(1) 定員払い事務費制度

民間の認可保育所等に対し、配置基準に応じた保育士を配置していることを条

件に、事務費単価に毎月１日時点の在籍児童欠員数を乗じた額を定員払い事務費

として支給します。（支給対象期間は、４月～６月までの３ヶ月）

(2) ICT 化推進補助金

国の保育対策総合支援事業費補助金に基づき、登降園管理や、保育計画のシス

テム化を支援するため補助します。（基準額の 3/4 補助）

(3) ほいくの未来応援補助金

市内の私立認可保育施設で、新たに雇用される常勤の保育士等に対し１５万円、

前年度から継続して雇用される常勤の保育士等に対し５万円を支給します。

８ 応募資格

社会福祉法人又は学校法人で、以下の項目に該当することを条件とします。

(1) 児童福祉事業及び幼児教育に熱意と見識を有し、教育・保育事業を遂行できる

十分な資力、信用、技術的能力等を有し、継続的に安定したこども園運営ができ

る者であること。

(2) 利用者及び地域との信頼関係を築くことができる者であること。

(3) 法令、通知等を十分に理解・遵守し、廿日市市の教育・保育行政について協力

することができる者であること。
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(4) 認定こども園の年間事業費の１２分の１以上に相当する資金を、普通預金、

当座預金等により有していること。

(5) 廿日市市契約規則（昭和６３年規則第１５号）第２条の規定により、廿日市市

での一般競争入札等の参加を制限されていない者

(6) 国税及び地方税を滞納していない者

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団又は構成員の統制下にある者でないこと。

(8) 会社更生法、民事再生法に基づく更生又は再生手続きをしている者でないこと。

(9) 宗教活動や政治活動を目的とした者ではないこと。

(10) その他法令等の規定により、認定こども園の事業を運営することができない

者でないこと。

９ スケジュール

１０ 募集期間

令和７年１２月２５日（木）午後５時まで（期限厳守）

(1) 提出書類

提出書類は、別紙 1「提出書類一覧表」のとおりです。正本１部及び副本４部を

提出してください。

提出書類は、一覧表の順序に沿ってインデックスを貼ってください。

なお、応募に関して要した費用は、すべて応募者の負担とします。

(2) 提出された書類の取扱い

日 程 内 容

令和７年１２月９日(火)～ 募集要項等配付（市ＨＰからダウンロー

ド可）

１２月９日(火)～１２月１８日(木) 質問の受付、回答

１２月２５日(木) 応募の締め切り

令和８年１月１３日（火） ヒアリング審査実施

１月２０日前後 事業者の決定

１月下旬以降 補助金協議申請手続き

４月 内示、補助金申請手続き

６月以降 改修工事着手

１２月 新年度園児募集、認可申請書提出期限

令和９年２月中旬 入園児童決定

３月末 認可・確認

４月１日 開設・運営開始
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提出いただいた書類は返却しません。また、提出された書類の提出期限後に

おける差し替え及び再提出は認めません。

提案書類の著作権は、応募者に帰属します。ただし、市が本事業の報告等を行

うために必要な場合は、応募者の許可を得た上で提案書類の内容を無償で使用で

きるものとします。

(3) 申請書類等は、廿日市市情報公開条例（平成１２年条例第１号）の規定に基づ

き、非公開とする部分を除き公開する場合があります。

11 質問の受付及び回答方法

今回の募集に関する質問は、令和７年１２月１８日（木）午後５時まで受け付け

ます。別紙２「質問票（令和８年度廿日市市認定こども園設置・運営事業者募集）」

により、電子メール又はファックスでこども課へ送付してください。来庁又は電話

での質問は、受け付けません。

また、質問に対する回答は、事前ヒアリング参加者及び希望する者全員へメール

で送付します。事前ヒアリングに参加しておらず、質問に対する回答を希望する場

合は、別紙３「回答希望書」の様式を記入し、電子メールで送付ください。

12 運営事業者の選定

(1) 選考方法

書類審査及びヒアリングによる審査を実施します。

(2) 事業者の決定時期

令和８年１月２０日前後（予定）

(3) 審査結果の通知

審査結果は、応募者全員に通知します。

(4) その他

審査の結果、適切な事業者がいないときは、事業者を選定せず、再募集する場

合があります。

また、次の場合は、次順位の事業者と交渉を行います。

ア 選定事業者が「８ 応募資格」に該当しなくなったとき。

イ 選定事業者が辞退の申出をしたとき。

ウ 選定事業者との協議が不調となったとき。

13 問合せ先

廿日市市こども課企画推進係

〒738-8512 廿日市市新宮一丁目 13 番 1 号

電話：0829-30-9197 FAX ：0829-30-9131

E ﾒｰﾙ kodomo@city.hatsukaichi.lg.jp

mailto:kodomo@city.hatsukaichi.lg.jp

